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会 議 の 概 要 

開会 １４時５３分 

 

開  会 

教 育 長（田中政文君）出席委員、全員でありますので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第１４条第３項の規定に基づき、会議は成立いたします。 

  それでは、ただ今より令和６年第１回藤岡市教育委員会定例会を開会します。 

  初めに、議事録署名人の指名を行います。藤岡市教育委員会会議規則第２０条第１項

に基づき、温井書記を指名します。 

 

 

日程第１ 第１３回定例会の議事録の承認 

教 育 長（田中政文君）日程第１、第１３回定例会の議事録の承認についてですが、各委

員におかれましては、訂正箇所等がありましたらお願いします。 

委員一同 なし。 

教 育 長（田中政文君）第１３回定例会の議事録を承認することで、よろしいでしょうか。 

委員一同 異議なし。 

教 育 長（田中政文君）第１３回定例会の議事録は承認されました。 

 

 

日程第２ 教育長の諸報告 

教 育 長（田中政文君）日程第２、教育長の諸報告についてですが私から報告します。 

教 育 長（田中政文君）最初に教育総務課です。 

  小中学校の体育館の改修工事について、本年度は美九里東小学校と美九里西小学校の

体育館改修工事を実施いたしました。両校とも昨年１２月末に工事が完了し、１月上旬

に完成検査を実施して、無事、引渡しとなりました。 

  本年度の教育長表彰につきましては、各学校及び団体より１８６名の推薦がありまし

た。この推薦について、１月１２日に教育長表彰選考委員会を開催し、本日、議案とし

て上程しておりますので、ご審議をよろしくお願いいたします。 

  次に学校教育課です。 

  １月９日から３学期が順調にスタートしました。１月５日の校長会議では、３学期開
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始に向け、冬休み明けの子どもたちの不安な心に寄り添うなど、１人１人に目を向けた

きめ細かな対応を行い、自殺予防、問題行動の未然防止に努めるよう指示したところで

あります。 

  また、引き続いての感染症予防対策、服務規律確保の徹底、小中一貫教育及びコミュ

ニティ・スクールの取組についてのまとめと評価・次年度に向けた準備についても指示

しております。 

  学校関係の事業ですが、１６日に第３回いじめ防止担当教員研修会を開催し、各校の

組織的な対応事案を共有しました。３０日には対面とオンラインを活用したハイブリッ

ド方式でいじめ問題解決に向けた子ども会議を校区ごとに集まって開催します。 

  次に生涯学習課です。 

  教育委員の皆さんにもお世話になり、１月７日にみかぼみらい館で二十歳を祝う会を

開催いたしました。今年は新たに抽選会を行い、会場は大いに盛り上がりました。参加

者は４９６名で、対象者６７０名に対し７４．０％の参加率でした。１５日には人権啓

発指導者養成講座の閉講式を行いました。今年度は延べ２４８名の方に受講していただ

きました。 

  １２月の総合学習センターの利用状況ですが、文化施設利用１８９団体、１，８６４

人、体育施設利用８５団体、１，１８４人、合計２７４団体、３，０４８人という状況

でございました。 

  次に文化財保護課です。 

  １２月１４日に高山社跡保存整備事業の耐震補強について、文化庁協議を実施しまし

た。耐震補強計画、委員会の協議経過などを説明し、耐震補強案についてご承認、ご指

導いただきました。協議内容については復原耐震補強実施設計に反映する予定です。 

  １２月２５日、毛野国白石丘陵公園史跡整備委員会が開催され、白石稲荷山古墳確認

調査の成果説明と来年度の調査計画について審議いただきました。 

  １２月２６日、県知事と構成４資産保有市町の首長とで世界遺産トップ会議が開催さ

れました。会議では、こうした知事と４市町の話合いの場の継続と登録１０周年のイベ

ントを県主導で開催すること、国に対する要望の取りまとめなどを行うことで合意しま

した。 

  １２月の高山社跡及び藤岡歴史館の入場者数は、高山社跡が５３１人、藤岡歴史館は

６３３人でした。また、デジタル博物館１２月のアクセス数は１，６３０件でした。 

  次にスポーツ課です。 

  大会関係では、１２月２４日に第１４回藤岡市新体操演技発表会、１月に入り、６日
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に第２９回藤岡市中学１年生バスケットボール大会、８日に第７回藤岡市ジュニアマラ

ソン大会、１４日に第３９回藤岡市民綱引き大会の４大会が開催され、６１３人が参加

しております。なお、ジュニアマラソン大会では、小学１年生から６年生まで６回連続

して出場した選手１３人に対し、特別賞の表彰を行っております。 

  教室関係では、親子コーディネーショントレーニング教室、ジュニアスキー教室、ハ

ンドボール教室の３教室が開催され、６５人が参加しております。 

  次に学校給食センターです。 

  ３学期の学校給食は１月１０日より開始しました。１２月分の学校給食費ですが、1

月４日に口座振替を実施し、７８件の振替不能がありましたので、１月１５日付けで督

促状を発送しました。 

  最後に図書館です。 

  １２月１６日に図書館講座の３回目として「やさしい遺産相続・遺言のはなし」を開

催し、３７人が参加しました。講座終了後には質疑応答が多数あり、相続に対する関心

の高さがうかがえました。また、１７日には「あそびの学校紙芝居の出前公演」を開催

し、１５人が参加しております。 

  １２月の利用状況は、開館日数２３日、入館者数８，４０３人、貸出冊数２４，９０

１冊、学校巡回文庫は８校を巡回し、利用児童数７１７人、貸出冊数１，６５３冊でし

た。電子図書館は、貸出冊数８３１冊でした。 

  以上、教育長報告といたします。 

教 育 長（田中政文君）ただ今の諸報告について、ご質問がありましたらお願いします。 

委員一同 なし。 

教 育 長（田中政文君）質問もないようですので、教育長の諸報告を終わります。 

 

 

日程第３ 報告第１号 事務の臨時代理の承認を求めること

について 

教 育 長（田中政文君）日程第３、報告第１号、事務の臨時代理の承認を求めることにつ

いて事務局より説明をお願いします。 

学校給食センター所長（木島尚美君）報告第１号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）藤岡市学校給食センター管理及び運営に関する規則の一部改正についてご説

明いたします。この一部改正は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、

藤岡市の住民基本台帳に記録されている児童生徒の保護者が負担すべき令和６年１月分
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から３月分までの学校給食費を減免することについて、必要となる事項を定めるもので

す。 

  具体的な内容としましては、附則に令和５年度における学校給食費の減免の特例を加

え、藤岡市の住民基本台帳に記録されている児童生徒の保護者が負担すべき令和６年１

月分から同年３月分までの学校給食費を減免するものです。本事業は令和６年１月より

開始することから、教育委員会定例会を開くいとまがなかったため、藤岡市教育委員会

教育長に対する事務委任規則第４条第１項の規定に基づき、教育長において事務を臨時

代理していただき、同条第２項の規定に基づき、報告し承認を求めるものであります。 

教 育 長（田中政文君）ただ今、事務局より報告第１号について説明がありました。これ

についてご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

  秋谷委員。 

委  員（秋谷雅文君）令和５年度の１月から３月までについて、減免措置を取るという

ことですが、令和６年４月以降のことについては、改めてこういった提案をされるとい

うことでよろしいでしょうか。 

教 育 長（田中政文君）学校給食センター所長。 

学校給食センター所長（木島尚美君）令和６年４月以降の学校給食費については、来年度

に向けて別に提案させていただきます。 

教 育 長（田中政文君）他にご質疑はありますか。 

委員一同 なし。 

教 育 長（田中政文君）ご質疑がありませんので、質疑を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  報告第１号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同 異議なし。 

教 育 長（田中政文君）異議がないようですので、報告第１号、事務の臨時代理の承認を

求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 

 

日程第４ 報告第２号 事務の臨時代理の承認を求めること

について 

教 育 長（田中政文君）日程第４、報告第２号、事務の臨時代理の承認を求めることにつ

いて事務局より説明をお願いします。 

学校給食センター所長（木島尚美君）報告第２号について朗読及び概要を説明する。 
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（説明内容）藤岡市物価高騰対応学校給食費等支援事業補助金交付要綱について、ご説明

申し上げます。この要綱は、物価高騰の影響を受けている子育て世代における保護者の

経済的負担を軽減するため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、藤岡

市外の小中学校等に通学する児童生徒又は食物アレルギーを有する児童生徒の保護者に

対し、令和６年１月分から３月分までの学校給食費相当分の補助金を交付することにつ

いて必要となる事項を定めるものです。 

  対象につきましては、本市の住民基本台帳に記録されている児童生徒の保護者とし、

藤岡市第２子以降学校給食費無償化等事業実施要綱の規定による補助金の対象者以外と

いたします。具体的な内容といたしましては、市外の小中学校等に通学する児童生徒に

ついては給食費相当分の補助金を交付し、市内の小中学校に通学し、食物アレルギーに

より給食の全部又は一部の提供を受けることができない児童生徒についても別表に規定

した額を補助金として交付します。保護者から申請していただき、内容を確認する必要

があるため、第４条以降で申請等について定めております。本事業が令和６年１月より

開始することから、教育委員会定例会を開くいとまがなかったため、藤岡市教育委員会

教育長に対する事務委任規則第４条第１項の規定に基づき、教育長において事務を臨時

代理していただき、同条第２項の規定に基づき、報告し承認を求めるものであります。 

教 育 長（田中政文君）ただ今、事務局より報告第２号について説明がありました。これ

についてご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

委  員（秋谷雅文君）この要綱は、藤岡市外に通学している児童生徒に対する補助金交

付ということが定められていると思います。それで補助対象者が要綱第２条第１号の中

で住民基本台帳に記録されているもの、要するに市内に在住することが条件ということ

になっているようですけど、同条第２号の中で藤岡市立小中学校等に通学し、藤岡市学

校給食センター管理及び運営に関する規則第１１条第１項第４号本文に該当する児童生

徒と書いてありますけど、藤岡市立小中学校等に通学する児童生徒については報告第１

号の中で既に述べられていることなのではないか思います。私が分からないのは、藤岡

市学校給食センター管理及び運営に関する規則の中で何が定められているのかと思った

のですが、その辺についてはいかがですか。 

教 育 長（田中政文君）学校給食センター所長。 

学校給食センター所長（木島尚美君）この補助金につきましては、藤岡市に住所があって

市外に通学する児童生徒と、アレルギー等があって学校給食の提供を受けられない児童

生徒の保護者を補助の対象としております。 

  藤岡市学校給食センター管理及び運営に関する規則第１１条第１項第４号には、食物



6 

アレルギー等により学校給食の提供を受けられない場合の給食費の減額が定められてお

ります。そういった場合についても給食費相当分を補助するため、市内に通っていてア

レルギー等で給食を食べられない児童生徒の保護者についても補助の対象ということで、

今回この要綱で定めております。 

委  員（秋谷雅文君）そうすると、わざわざそれを区分する必要があるのですか。アレ

ルギー等で給食の提供を受けられない方々も藤岡市在住で、市内の小中学校等に通学し

ていることが前提なのですから、アレルギー等の有無で区分けする必要があるのですか。 

教 育 長（田中政文君）学校給食センター所長。 

学校給食センター所長（木島尚美君）この補助金の中では、市民であっても市外の学校に

通学する児童生徒、それと市民であって市内の藤岡市立小中学校に通っている児童生徒

の中でもアレルギー等で給食が食べられない児童生徒もおりますので、それらは無償化

の恩恵が受けられないことから補助という形で制度を設けております。 

教 育 長（田中政文君）秋谷委員さんがおっしゃっているのは藤岡市外のことですか。 

委  員（秋谷雅文君）藤岡市内の部分です。要綱第２条第１号のところで藤岡市外のこ

とを言っているわけですよね。報告第１号の中で藤岡市内の児童生徒の保護者について、

減免措置を取ることを規定していて、報告第２号の要綱第２条第１号の中で藤岡市に住

民基本台帳があって市外の小中学校等に通っている児童生徒を対象にするということは

分かるのですが、同条第２号の方は報告第１号の方で減免措置を規定しているのに新た

に条項を設けるということがちょっと理解できません。 

教 育 長（田中政文君）学校給食センター所長。 

学校給食センター所長（木島尚美君）藤岡市内の小中学校等に通っている児童生徒の保護

者で、今まで給食費を納めていた方は、報告第１号の方で無償となりますが、市内の児

童生徒で給食の提供を受けられる環境であっても、アレルギー等で学校給食の提供を受

けられない児童生徒もおります。それらの児童生徒については、今まで給食費を納めて

いなかったので給食費無償化の恩恵が受けられません。小学生の場合の給食費は月額 

４，０１１円で、給食費を納めていた保護者はそれが０円になりますが、アレルギー等

で給食を食べられない児童生徒は、自分でお弁当を持って来ていたりしていて、給食費

が０円だったので、その方についても給食費無償化の恩恵が受けられるよう、給食費相

当分を補助しましょうということで、この中で定めております。 

教 育 長（田中政文君）藤岡市に住所がなくても市内の学校に通っている子どももいるの

で、そういった児童生徒を区別しているところもあると思います。 

  他にご質疑はありますか。 
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委員一同 なし。 

教 育 長（田中政文君）ご質疑がありませんので、質疑を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  報告第２号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同 異議なし。 

教 育 長（田中政文君）異議がないようですので、報告第２号、事務の臨時代理の承認を

求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 

 

日程第５ 報告第３号 事務の臨時代理の承認を求めること

について 

教 育 長（田中政文君）日程第５、報告第３号、事務の臨時代理の承認を求めることにつ

いて事務局より説明をお願いします。 

学校給食センター所長（木島尚美君）報告第３号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）令和５年度藤岡市一般家計補正予算（第７号）は１０ページにありますとお

り、第６項保健体育費、第２目学校給食費、第１８節負担金補助及び交付金で１１５万

６，０００円を増額補正したものです。増額理由といたしましては、子育て世代の負担

軽減を図るため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰対応学

校給食費等支援事業で、今年度から既に実施している第２子以降学校給食費無償化等事

業では対象外である第１子について、令和６年１月分から３月分の学校給食費を減免し

ます。また、アレルギー等で学校給食の提供を受けられない児童生徒と市外の小中学校

等へ通学している児童生徒には学校給食費相当額の補助を行うものであります。補正財

源となる歳入につきましては、表の中ほど、補正額の財源内訳の欄に四角囲みで記載し

ておりますとおり、特定財源として物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金３，５６

４万４，０００円となります。１月分から３月分の小学校給食費は児童１人当たり１万

２，０３３円、１，２２０人分で１，４６８万円、中学校給食費生徒１人当たり１万４，

５０２円、７０４人分で１，０２１万円、合わせて１，９２４人の児童生徒の保護者の

負担軽減として２，４８９万円の歳入が減額となります。その他、物価高騰により不足

が見込まれる賄材料費へ９５９万８，０００円の交付金を充当し、一般財源を減額する

ことに伴い財源更正を行う必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基

づき、市長が専決処分を行うに当たり、教育委員会へ意見を求められたものであります。

しかし、教育委員会定例会を開くいとまがなかったため、藤岡市教育委員会教育長に対
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する事務委任規則第４条第１項の規定に基づき、教育長において事務を臨時代理し、同

意する旨を回答し、同条第２項の規定に基づき、報告し承認を求めるものであります。 

教 育 長（田中政文君）ただ今、事務局より報告第３号について説明がありました。これ

についてご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

委員一同 なし。 

教 育 長（田中政文君）ご質疑がありませんので、質疑を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  報告第３号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同 異議なし。 

教 育 長（田中政文君）異議がないようですので、報告第３号、事務の臨時代理の承認を

求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 

 

日程第６ 議案第１号 令和５年度教育長表彰該当者の決定

について 

教 育 長（田中政文君）日程第６、議案第１号、令和５年度教育長表彰該当者の決定につ

いてですが、本案件については、藤岡市情報公開条例第６条第１号に該当いたしますの

で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書き及び藤岡市教

育委員会会議規則第１７条ただし書きの規定により、議事を非公開といたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

委員一同 異議なし。 

教 育 長（田中政文君）異議がないようですので、本案件については非公開といたします。 

  それでは事務局より議案第１号について説明をお願いします。 

教育総務課長（堀越輝雄君）議案第１号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）教育長表彰は、学校教育及び社会教育、また学校体育及び社会体育において

功績顕著な方を教育長が表彰し、その栄誉をたたえるものです。 

  今年度の教育長表彰該当者は、各学校及び各団体より、学芸振興賞１名、学芸奨励賞

１０３名、体育振興賞３名、体育奨励賞７９名、合計１８６名の推薦がありました。こ

の推薦について教育長表彰規程に基づき、去る１月１２日、教育長表彰選考委員１１名

の出席により選考委員会を開催いたしました。その結果、学芸奨励賞１０３名、体育振

興賞２名、体育奨励賞７４名、合計１７９名が教育長表彰に該当すると認められたもの

であります。 
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  被表彰者の選考基準は、学芸振興賞は学芸部門における指導者としての功績が顕著な

方、学芸奨励賞は群馬県１位、関東、東日本などの地方大会で３位以内、全国６位以内

の入賞、国際大会等への出場出品又はこれらと同等の成績を収めた方、体育振興賞は体

育部門における指導者としての功績が顕著な方、体育奨励賞は県大会１位、県記録の更

新、最優秀賞選手賞等の受賞、関東、東日本などの地方大会で４位以内、全国大会で８

位以内の入賞、国際大会への出場又はこれらと同等と認められる成績を収めた方を対象

とするものです。 

  なお、学芸部門で１名、体育部門で６名の方が推薦されたものの非該当となりました。

学芸振興賞に推薦された１名については教育長表彰の趣旨と合致しないものであったこ

とから非該当となったものでございます。体育振興賞に推薦された１名については、指

導者としての実績が教育長表彰に該当するには不十分であるとされ、非該当となったも

のでございます。体育奨励賞に推薦された５名のうち、３名の方については出場した大

会で受賞した賞よりも上位のクラスの受賞者がいて実質的な１位でなかったこと、また

２名の方は精査の結果藤岡市外の在住者であって資格要件を満たさないことが確認され

たため、それぞれ非該当となったものでございます。 

教 育 長（田中政文君）ただ今、事務局より議案第１号について説明がありました。これ

についてご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

  秋谷委員。 

委  員（秋谷雅文君）この表彰は、個人に対する表彰と見受けられますが、学校に対す

る表彰はないのですか。 

教 育 長（田中政文君）学校に対する表彰というのは特にありません。あくまでも個人で、

例えば団体競技で表彰の対象になったとしてもそれぞれ個人で表彰するという形です。 

教 育 長（田中政文君）他にご質疑はありますか。 

委員一同 なし。 

教 育 長（田中政文君）ご質疑がありませんので、質疑を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第１号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同 異議なし。 

教 育 長（田中政文君）異議がないようですので、議案第１号、令和５年度教育長表彰該

当者の決定については、原案のとおり承認されました。 
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閉  会 

教 育 長（田中政文君）以上で、本委員会に提出されました議案の審議は全て終了しまし

たので、本日の会議を閉会します。 

閉会 １５時２８分 

以上、この議事録が正確であることを証します。 

 令和６年２月１４日 

 

教育長  田 中 政 文   

 

書 記  温 井 謙 人   


